
図4－4　輸血用血液製剤の供給量の推移 

全血製剤 
赤血球製剤 
血小板製剤 
血漿製剤 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0
平成14年 

30.8

平成15年 

28.6

平成16年 

26.8

14.6

46.3

0.3

14.6

46.2

0.4

14.5

45.7

0.7

図4－3　輸血用血液製剤の製造量の推移 
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輸血用血液製剤は、すべて国内の献血で賄われ、日本

赤十字社が製造・供給しています。近年の推移を図4-3

と図4-4に示しました。

輸血用血液製剤については、全血製剤と赤血球製剤の

有効期間が21日間（冷凍保存されたまれな血液型の血

液（保存期間10年）の場合は解凍後12時間）、血小板

製剤が採血後4日間とされています。

このように有効期間が短いものについては、製造され

ても供給されないものがあります。

血漿製剤は、有効期間が採血後1年間であり、輸血に用

いられないものは原料血漿（血漿分画製剤の原料）にな

っています。

なお、供給されないまま有効期間が超過した製剤につ

いては、一部は血漿部分を分離して、原料血漿にされま

す。また、一部は、研究開発などに用いられます。それ

以外については、残念ながら、廃棄処分にせざるを得ま

せんが、血液を常時十分量供給する体制を維持するため

にはやむを得ないことでもあります。

最近の製造量と供給量を見ると、全血製剤は減少傾向に

ありますが、赤血球製剤、血小板製剤及び血液製剤は横

ばいないし微増傾向状態にあります。

厚生労働省は、昭和61年、平成6年及び平成11年に

血液製剤の適正使用に関する指針を、平成元年と平成

11年に輸血医療の実施に関する指針を都道府県に通知

しており、都道府県主催の講習会等を通じて医療機関に

周知されていますが、平成13年と平成20年の使用量で

見ても、赤血球製剤及び血小板製剤は横ばいである一方、

年々減少してきている新鮮凍結血漿やアルブミン製剤で

も欧米と比較すると使用量が多い状況が続いており、適

正使用の考え方が、未だ十分に浸透しているとはいえま

せん。

また、輸血用血液製剤を必要とする高齢者の割合が増

える一方、献血をする若年層の割合が減少することが見

込まれます。このため、引き続き、医療機関に対しては

適正な使用を呼び掛けるとともに、献血の推進により血

液を確保する必要があります。

次に、人の血液をそのまま輸血せず、必要な成分のみ

を輸血する「成分輸血」が浸透しているため、全血製剤

の製造・供給量に占める割合は年々小さくなっていま

す。

ただし、医療現場では、全血製剤が必要との見解もあ

るため、日本赤十字社では、医療機関から前もって注文

があった場合には、血液を各成分に分離せず、全血製剤

として確保し、供給する体制を整えています。
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